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令 和 ７ 年 第 ４ 回 蕨 戸 田 衛 生 セ ン タ ー 組 合 議 会 定 例 会 

 

会  期  日  程 

 

自 令和７年１１月１１日 

至 令和７年１１月１８日 
８日間 

日程 月 日 曜日 開議時刻 会 議 名 議  事  内  容 

１ 11月11日 火 午後２時 本 会 議 ○開  会 

○開  議 

○継続審査に対する委員長報告 

○会議録署名議員の指名 

○会期の決定 

○管理者報告 

○管理者提出議案の一括上程 

○管理者提出議案の説明 

○監査報告 

○認定第１号、管理者提出議案第

20号及び議案第21号に対する質

疑 

○認定第１号、管理者提出議案第

20号及び議案第21号の委員会付

託 

○散  会 

   本会議散会後 委 員 会 ○付託事件の審査 

２ 11月12日 水  休 会 午前10時一般質問通告受付締切 

３ 11月13日 木  休 会  

４ 11月14日 金  休 会  

５ 11月15日 土  休 会  

６ 11月16日 日  休 会  



７ 11月17日 月  休 会  

８ 11月18日 火 午後１時30分 本 会 議 ○開  議 

○一般質問 

○付託事件に対する委員長報告 

○委員長報告に対する質疑 

○討論、採決 

○閉会中の継続審査事項の委員会

付託 

○閉  会 
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蕨戸田組告示第４号 

令和７年１１月４日 

 

 令和７年１１月１１日、令和７年第４回蕨戸田衛生センター組合議会（定例会）

を蕨戸田衛生センター組合議場に招集する。 

 

 

 

蕨戸田衛生センター組合 

管理者 賴 髙 英 雄 
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応招、不応招議員 

◇応招議員    ２０名 

      １番 宮 下 奈 美 議員     ２番 鈴 木 慎乃助 議員 

      ３番 金 丸 けんじ 議員     ４番 庄 野 航 二 議員 

      ５番 矢 嶋 聡 子 議員     ６番 武 下   涼 議員 

      ７番 大 石 圭 子 議員     ８番 古 川   歩 議員 

      ９番 鈴 木   智 議員    １０番 比 企 孝 司 議員 

     １１番 花 井 あきこ 議員    １２番 河 合ゆうすけ 議員 

     １３番 むとう 葉 子 議員    １４番 小 山 大 輔 議員 

     １５番 宮 内 そうこ 議員    １６番 三 浦 のぶお 議員 

     １７番 矢 澤 青 河 議員    １８番 斎 藤 直 子 議員 

     １９番 細 田 昌 孝 議員    ２０番 酒 井いくろう 議員 

 

◇不応招議員 なし 

 



 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 第 ４ 回 

 

 

 

 

蕨 戸 田 衛 生 セ ン タ ー 組 合 議 会 （ 定 例 会 ） 

 

 

 

 

１１月１１日（火） 
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令和７年第４回蕨戸田衛生センター組合議会定例会 第１日 

 

令和７年１１月１１日（火） 

議事日程 

 １．開  会 

 ２．開  議 

 ３．継続審査に対する委員長報告 

  ⑴ 議会運営委員会委員長 

 ４．会議録署名議員の指名 

 ５．会期の決定 

 ６．管理者報告 

 ７．管理者提出議案の一括上程 

  ⑴ 認定第１号 令和６年度蕨戸田衛生センター組合会計歳入歳出決算認定について 

  ⑵ 議案第20号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

  ⑶ 議案第21号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 ８．管理者提出議案の説明 

 ９．決算認定に関する代表監査委員の報告 

 10．認定第１号、管理者提出議案第20号及び議案第21号に対する質疑 

 11．認定第１号、管理者提出議案第20号及び議案第21号の委員会付託 

 12．散  会 
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令和７年１１月１１日（火） 

◇出席議員 （１９名） 

   １番 宮 下 奈 美 議員     ２番 鈴 木 慎乃助 議員 

   ３番 金 丸 けんじ 議員     ４番 庄 野 航 二 議員 

   ５番 矢 嶋 聡 子 議員     ７番 大 石 圭 子 議員 

   ８番 古 川   歩 議員     ９番 鈴 木   智 議員 

  １０番 比 企 孝 司 議員    １１番 花 井 あきこ 議員 

  １２番 河 合ゆうすけ 議員    １３番 むとう 葉 子 議員 

  １４番 小 山 大 輔 議員    １５番 宮 内 そうこ 議員 

  １６番 三 浦 のぶお 議員    １７番 矢 澤 青 河 議員 

  １８番 斎 藤 直 子 議員    １９番 細 田 昌 孝 議員 

  ２０番 酒 井いくろう 議員 

 

◇欠席議員 （１名） 

   ６番 武 下   涼 議員 

 

◇職務のため出席した者 

飯田 知和 書 記 長 浅羽  慧 書 記 

 

◇説明のため出席した者 

賴髙 英雄 管 理 者 小柴 正樹 嘱 託 

菅原 文仁 副 管 理 者 小谷野賢一 嘱 託 

奥田 純子 会計管理者 榎戸  晃 嘱 託 

今井 良助 代表監査委員 有里 友希 嘱 託 

根津 賢治 事 務 局 長 田熊 純也 嘱 託 

山本 義幸 次 長 加藤 宏之 嘱 託 

甲斐 基樹 総 務 課 長 香林  勉 嘱 託 

上嶋  拓 施 設 課 長 吉野 博司 嘱 託 

  細井 高行 嘱 託 

  寺島  永 嘱 託 

  柳瀬  毅 嘱 託  
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令和７年第４回蕨戸田衛生センター組合議会

定例会会議録第１号 

 

令和７年１１月１１日（火曜日） 

午後 ２時００分開会 

 

◎開会と開議の宣告 

○斎藤直子議長 ただいまより、令和７年第

４回蕨戸田衛生センター組合議会定例会を

開会いたします。 

  直ちに、本日の会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議事日程の報告 

○斎藤直子議長 本日の議事日程につきまし

ては、お手元にお配りしたとおりでありま

すので、ご了承願います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎継続審査に対する委員長報告 

○斎藤直子議長 初めに、議会運営委員会委

員長の報告を求めます。 

  議会運営委員会委員長 １０番 比企孝

司議員。 

〔１０番 比企孝司議員 登壇〕 

○１０番 比企孝司議員 蕨戸田衛生センタ

ー組合議会定例会に係る議会運営委員会を

去る１１月７日に開催いたしました。 

  その決定事項についてご報告申し上げま

す。 

  初めに、本定例会の会期日程案及び議事

日程の決定事項についてご報告申し上げま

す。お手元に会期日程案及び議事日程をお

配りしておりますので、ご参照をお願いい

たします。 

  最初に、会期日程でございますが、蕨市、

戸田市の日程並びに提出議案等を勘案し、

本日１１月１１日から１１月１８までの８

日間とすることに決定いたしました。 

  一般質問の発言通告は、１１月１２日午

前１０時までとする。 

  以上のとおり決定いたしました。 

  次に、議事日程でありますが、審議の結

果、お配りいたしましたとおりであります。 

  認定第１号につきましては本日１１月

１１日の委員会付託後の本会議散会後に各

所管事項について総務、業務両常任委員会

に、議案第２０号及び議案第２１号は総務

常任委員会に付託し審議する。 

  以上のとおり決定いたしました。 

  次に、その他、審議決定した事項につい

てご報告いたします。 

  蕨戸田衛生センター組合議会申合せ事項

の削除について申し上げます。 

  現在、本会議及び委員会中でのパソコン

等の電子機器を原則禁止としておりますが、

これを認めることとし、申合せ事項より削

除することと決定いたしました。 

  以上で議会運営委員会の報告とさせてい

ただきます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎会議録署名議員の指名 

○斎藤直子議長 次に、会議録署名議員の指

名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第８８条の

規定により、 

   ９番  鈴 木   智 議員 

  １９番  細 田 昌 孝 議員 

 を指名いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎会期の決定 

○斎藤直子議長 次に、会期決定の件を議題

といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、ただいまの議会運営

委員会委員長の報告のとおり、本日１１月

１１日から１１月１８日までの８日間とい

たしたいと思いますが、ご異議ございませ
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んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○斎藤直子議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は、８日間と決

定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者報告 

○斎藤直子議長 次に、管理者の報告を求め

ます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 皆さん、こんにちは。 

  本日ここに、令和７年第４回蕨戸田衛生

センター組合議会定例会を招集申し上げま

したところ、議員各位におかれましては、

公私とも大変お忙しい中、ご参集を賜り、

厚く御礼を申し上げます。 

  なお、本組合議会の定例会は年内最後と

なりますが、議員の皆様には、組合業務の

円滑なる運営につきまして、１年を通じご

協力、ご理解をいただき、重ねて感謝を申

し上げます。 

  さて、今定例会でご審議いただく案件は、

決算認定１件、条例案２件であります。 

  慎重なるご審議をいただき、ご議決をい

ただきますようお願い申し上げます。 

  それでは、前定例会後の主なる事項につ

いて、ご報告を申し上げます。 

  最初に、火災に伴う各施設の復旧経過及

びごみの処理状況について申し上げます。 

  まず、資源ごみの処理施設であるリサイ

クルプラザにつきましては、８月１９日か

ら資源ごみの処理ラインが全て復旧してお

り、順調に稼働しております。 

  ただし、火災の発生以降、施設内の一部

を可燃ごみの保管及び積込み場所として焼

却施設復旧までの間、使用する予定となり

ます。 

  次に、し尿処理施設は、リサイクルプラ

ザ同様稼働を再開し、通常の受入れを行っ

ております。ただし、処理後に発生する汚

泥については、通常焼却処理を行っており

ますが、焼却施設が停止しているため、民

間事業者に処理を委託している状況となっ

ております。 

  次に、ごみ焼却施設を含む工場棟につき

ましては、議場を含む一部のエリアは、工

事の経過で火災の影響がなかった箇所の電

気設備は復旧し、また、水回りについては、

発電機により必要なポンプを稼働して、使

用できる状況としております。 

  可燃ごみを処理する焼却施設につきまし

ては、令和８年３月の復旧に向けて工事を

進めており、引き続き、外部に処理を委託

する状況であります。 

  処理状況につきまして、家庭系可燃ごみ

は、近隣自治体のご協力を引き続きいただ

いており、集積所から直接各清掃工場に搬

入しております。 

  事業系可燃ごみの大部分は当組合に搬入

し、民間事業者の車両に積込みした後、自

治体及び民間施設での処理を委託しており

ます。 

  委託を開始した７月１７日から９月末ま

での可燃ごみの委託数量及び金額は、委

託数量１万５７７トン、委託金額約４億

１，３００万円となっております。 

  次に、粗大ごみ、不燃ごみを処理する粗

大ごみ処理施設は、現在、建物躯体の火害

調査を実施しており、また、後に報告いた

します「蕨戸田衛生センター火災に関する

調査検証・再発防止対策会議」での検証、

再発防止対策の結果を踏まえ、今後、復旧

方針を決定し、次年度以降の予定となりま

すが、工事を実施してまいります。 

  処理状況につきまして、粗大ごみは重機
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で破砕し、不燃ごみは小型家電や発火原因

となる充電式電池等の不適物をピックアッ

プした後、それぞれ民間事業者に運搬及び

処理を委託しております。 

  委託を開始した７月１７日から９月末ま

での委託数量及び金額は、粗大ごみ１６３

トン、委託金額は約２，０００万円、不燃

ごみ２７７トン、委託金額は約３，４００

万円となっております。 

  次に、本年度４月から９月までの上半期

のごみの発生状況について申し上げます。 

  まず、可燃ごみ発生量では、２万５，３０１

トンとなり、前年度同期の２万５，２４８

トンと比べ５３トン、率にして０．２％の

増加となっております。 

  生活系可燃ごみは、前年度同期と比べ

４３６トン、率にして２．９％の減少とな

った一方、事業系可燃ごみは、前年度同期

と比べ４８９トン、率にして４．８％の増

加となりました。 

  また、可燃ごみ以外では、粗大ごみが

１７８トン、率にして２０．４％、不燃ご

みが４４トン、率にして５．７％と、いず

れも減少いたしました。 

  さらに、資源ごみの発生量は、前年度同

期と比較し、金属缶類は３１トン、率にし

て７．０％、ガラスびん類は３４トン、率

にして５．２％、紙類は２７トン、率にし

て８．２％、ペットボトルは２６トン、率

にして３．９％、プラスチック類は５４ト

ン、率にして６．７％の減少となりました。 

  資源ごみ全体での搬入量は２，７３７ト

ンとなり、前年度同期と比較し１７２トン

の減少となりました。 

  これらの結果、リサイクルフラワーセン

ターに直接搬入される堆肥用生ごみを加え

たごみの総搬入量は２万９，４３８トンと

なり、前年度同期との比較では３９８トン、

率にして１．３％の減少となっております。 

  以上、本年度上半期のごみの搬入状況に

ついて申し上げましたが、事業系可燃ごみ

は増加しましたが、生活系ごみは全て減少

する状況となりました。 

  なお、今後につきましても搬入状況を注

視し、ごみの処理に支障を来すことのない

よう対応してまいります。 

  次に、蕨戸田衛生センター火災に関する

調査検証・再発防止対策会議について申し

上げます。 

  この会議は、火災事故に関する調査検証

及び再発防止対策の検討を行うことを目的

に、学識経験者、両市の所管課長、当組合

事務局長及び各課長で構成されており、全

５回の会議を予定しております。 

  会議は、８月２１日に第１回目の会議を

開催し、現在までに３回の会議を実施いた

しました。第１回の会議で、当日の火災経

過の詳細な把握を行い、第２回及び第３回

の会議では、運転管理体制、火災に係る設

備の設置及び運用状況、初期消火及び通報

の対応状況、出火原因、各種法令等の整合

性の５つの項目についての検証を行いまし

た。 

  調査、検証に当たりましては、当組合に

搬入される出火原因と考えられる不燃ごみ

の展開検査を実施し、不燃ごみに含まれる

充電式電池及びそれを使用した家電製品、

ガスボンベ、ライターなど、発火原因とな

る不適物の混入状況を調査したほか、法的

側面からの助言をいただくため、戸田市の

顧問弁護士に確認を行いました。 

  また、再発防止対策の調査といたしまし

て、新たに火災対策の設備導入を行った施

設の視察、プラントメーカーの最新の火災

対策の動向を伺うなど、今後の再発防止対

策に生かせるよう取り組んでおります。 
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  会議の結果につきましては、令和８年１

月を目途に検証報告書として取りまとめる

予定でございます。 

  組合議員各位には、検証報告書について、

令和８年２月議会において説明の場を設け

させていただければと存じます。 

  なお、これまでの会議経過につきまして

は、当組合のホームページにおいて公開を

行っておりますので、ご確認いただければ

と存じます。 

  次に、施設整備基本構想の経過について

申し上げます。 

  現在、蕨市、戸田市両市の廃棄物処理を

安定して継続できる施設整備に取り組むた

め、本構想の策定を行っておりますが、５

月より３回開催されました施設整備基本構

想検討委員会で、整備用地の設定、組合各

施設の整備方針、施設規模、事業スケジュ

ールが審議され、また、事務局では、事業

者アンケート調査を実施いたしました。 

  １１月５日に開催されました第４回目の

委員会で、これまでの内容及び組合で発生

した火災の状況を踏まえ、素案をまとめて

いるところであり、令和８年１月開催予定

の第５回目の委員会で素案内容を確定して

いくこととなります。 

  その後は、広く市民の皆様のご意見をお

聴きするため、蕨市、戸田市両市において、

令和８年１月後半からパブリックコメント

を実施する予定としております。 

  なお、１１月１８日に開催をお願いいた

しました全員協議会において、火災の対応

状況並びに施設整備基本構想の経過につい

て、詳細をご説明させていただきたいと存

じます。 

  最後に、回収されました主なる資源物の

売払いの１０月から１２月分までの第３四

半期分の入札結果について申し上げます。 

  資源物については、価格変動があること

から、３か月ごとに入札を行っております。

主要品目の１キログラム当たりの売却単価

は、スチール缶４０円３８銭１厘、アルミ

缶３３７円７０銭、ペットボトル３９円

６０銭、それぞれの品目ごとに、前年度同

期の第３四半期の売却単価と比較いたしま

すと、アルミ缶は２０．９％の増となりま

したが、スチール缶は４．７％、高値で推

移してきておりましたペットボトルは６２％

の減となっております。 

  また、焼却施設から発生する焼却鉄、粗

大ごみ処理施設から発生する破砕鉄は、施

設停止に伴い売払いがない状況となります。 

  ９月末時点での回収資源売払金に係る全

品目の調定額は１億５０５万４，９９５円

となり、過去２番目の売払額となった前年

度の同時期の調定額より１，０００万円ほ

ど下回っております。 

  下半期につきましては、ペットボトルの

市況の動向に注視が必要ですが、アルミ缶

の売却単価が好調に推移していることを考

慮しますと、現状では、収入の大きな落ち

込みまでは至らないと考えております。 

  以上、管理者報告といたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者提出議案の一括上程 

○斎藤直子議長 これより、管理者提出議案

の上程に入ります。 

  今議会に提出された議案は、認定１件、

条例案２件の計３件であります。 

  件名を書記が朗読いたします。 

〔書記朗読〕 

  認定第 １号 令和６年度蕨戸田衛生セ 

         ンター組合会計歳入歳出 

         決算認定について 

  議案第２０号 職員の勤務時間、休日及 
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         び休暇に関する条例の一 

         部を改正する条例 

  議案第２１号 職員の育児休業等に関す 

         る条例の一部を改正する 

         条例 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者提出議案の説明 

○斎藤直子議長 以上朗読いたしました管理

者提出議案を一括として議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 それでは、認定第１号、

議案第２０号及び議案第２１号についてご

説明申し上げます。 

  まず、認定第１号「令和６年度蕨戸田衛

生センター組合会計歳入歳出決算認定につ

いて」ご説明申し上げます。 

  本認定に当たりましては、監査委員の

方々には、去る８月２９日に決算書、附属

書類及び帳簿等について慎重なるご審議を

賜り、本定例会にご提案できましたことを、

改めまして本席より感謝申し上げます。 

  また、両市の議員の皆様には、令和６年

度の予算の執行に当たり、格別なるご指導

を賜り、組合の業務が円滑に運営できまし

たことに、重ねて感謝申し上げます。 

  つきましては、ここに監査委員の決算審

査意見書を付して認定をお願いするもので

あります。 

  それでは、決算の概要について、ご説明

申し上げます。 

  まず、歳入歳出予算のそれぞれの総額

２４億３，４９１万７，０００円に対しま

して、歳入決算額は２５億２，１８９万

１，１４１円、執行率は１０３．６％であ

ります。 

  一方、歳出につきましては、２３億

３，６２７万２，４４９円、執行率は９５．９

％であります。歳入歳出差引額は１億

８，５６１万８，６９２円となり、全額を

翌年度に繰越しすることとなりました。前

年度と比較いたしますと、歳入は１億

４，５６５万７，０２１円、率にして

６．１％の増額となりました。 

  主な増額要因は、第１款分担金及び負担

金及び第５款諸収入の増加が挙げられます。 

  第５款諸収入では、１項雑入、１目回収

資源売払金において、アルミ缶及びペット

ボトルの売払い単価の上昇に伴うもの、ま

た、４目雑入、２節受託事業収入において、

川口市可燃ごみの受入れに伴う増額による

ものとなります。 

  また、歳出につきましても１億３，１７７

万５，１６３円、率にして６．０％の増額

となりました。 

  主な増額要因は、第３款衛生費及び第４

款公債費が増額となったことによるもので

あります。 

  なお、詳細につきましては、事務局から

ご説明いたしますので、お聞き取りをお願

い申し上げます。 

  次に、議案第２０号「職員の勤務時間、

休日及び休暇に関する条例の一部を改正す

る条例」について申し上げます。 

  本案は、育児休業、介護休業等育児又は

家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

及び人事院規則の一部改正に伴い、所要の

改正を行うものであります。 

  内容は、本人または配偶者の妊娠、出産

等を申し出た職員及び３歳に満たない子を

養育する職員に対する仕事と育児の両立支

援制度の周知、制度利用の意向確認のため

の措置及びその意向への配慮を任命権者に

義務づけるものであります。 
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  次に、議案第２１号「職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例」につ

いて申し上げます。 

  本案は、地方公務員の育児休業等に関す

る法律及び人事院規則の一部改正に伴い、

所要の改正を行うものであります。 

  主な内容は、部分休業のパターンとして、

１年につき１０日相当時間数を超えない範

囲で１日当たりの上限時間なく取得できる

制度を新たに設けるものであります。 

  以上で、ご説明を終わらせていただきま

す。 

○斎藤直子議長 続いて、事務局長に詳細説

明を求めます。 

  根津事務局長。 

〔根津賢治事務局長 登壇〕 

○根津賢治事務局長 こんにちは。 

  私からは、認定第１号「令和６年度蕨戸

田衛生センター組合会計歳入歳出決算認

定」の詳細につきましてご説明申し上げま

す。 

  お手元の歳入歳出決算書の事項別明細書

によりご説明いたしますので、７ページを

お開きください。 

  では、まず歳入からご説明いたします。 

  第１款分担金及び負担金、１目組合分担

金は、組合規約及び施設整備基金条例の規

定に基づき、１５億８，２７４万８，０００

円を収入いたしました。 

  内訳は、蕨市が６億８，２０９万

２，０００円、分担率は４３．１％、戸田

市が９億６５万６，０００円、分担率は

５６．９％でございました。 

  前年度に比べ蕨市が５，４６４万２，０００

円、戸田市が６，７０８万９，０００円、

総額で１億２，１７３万１，０００円、率

にして８．３％の増加となりました。 

  分担率は、前年度に比べ蕨市が０．２ポ

イント増加、戸田市が０．２ポイント減少

となりました。 

  なお、組合運営の経費である１節組合分

担金は１４億２，２７４万８，０００円で、

蕨市が６億２０９万２，０００円、分担

率４２．３％、戸田市が８億２，０６５

万６，０００円、分担率５７．７％をそ

れぞれご負担いただきました。 

  また、将来の施設整備費用の積立てであ

る２節施設整備基金分担金は前年度同額と

なり、蕨市、戸田市ともに８，０００万円

ずつで、１億６，０００万円をご負担いた

だいております。 

  次に、第２款使用料及び手数料、１目手

数料は、事業系可燃ごみと浄化槽汚泥の処

分手数料で４億１，４６１万３，５４０円

となり、前年度比５５８万７，８９０円、

率にして１．３％の減収でございました。 

  令和６年度の事業系可燃ごみの搬入量

は１万８，６３１トンとなり、前年度比

２３９トン、率にして１．３％の減少とな

りました。 

  令和５年度は令和元年度以来４年ぶりの

対前年度増加に転じましたが、令和６年度

は、蕨市では増加した一方、戸田市では減

少いたしました。 

  事業系可燃ごみは、組合へのごみ総搬入

量の約３分の１を占めることから、今後も

搬入状況の動向を注視してまいります。 

  次に、８ページをお開きください。 

  第３款財産収入、１項財産運用収入の１

目利子及び配当金では、施設整備基金の基

金運用益３８２万２，３５０円を計上いた

しました。なお、運用につきましては、９

億円を地方公共団体が発行する市場公募地

方債で運用し、前年度比５７．９％の増加

となりました。 

  ２項財産売払収入の１目物品売払収入で
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は、工事や修繕で不用となった廃材や機器

類を６９万１，０２９円で、スクラップと

して売却いたしました。 

  第４款繰越金は１億７，１７３万６，８３４

円で、前年度比４，７３４万９２円、率に

して２１．６％の減少でございました。 

  第５款諸収入は３億４，８２７万９，３８８

円で、前年度比７，５２７万２，０８０円、

率にして２７．６％の増加となりました。 

  １項雑入、１目回収資源売払金は、２

億５，７５５万５，８３５円で、前年度

比４，３５７万６，１８１円、率にして

２０．４％増加しました。 

  回収資源売払金の大部分を占めるアルミ

缶、ペットボトルの売却単価が前年度に比

べ上昇したことが増額の要因であり、令和

３年度に初めて２億円の大台を上回って以

降、４年連続で２億円を超えており、良好

な状況は継続しております。 

  次ページをご覧ください。 

  ２目電力売払収入は、ごみ焼却により発

電した電力で、施設の運営に必要な電力を

賄った上で、夜間や日曜日などを中心に余

剰となった電力を売却したもので、前年度

比４２７万７，８９５円、率にして８．６％

増加の５，３８０万２，７９９円であり、

基幹的設備改良事業が完了した令和４年度

以降、良好な状況が継続しております。 

  ３目弁償金は福島原子力発電所事故に関

連し、最終処分場に提出を義務づけられた

令和５年度の焼却灰の放射性物質濃度の測

定費用相当額４万９７０円を損害賠償金と

して収入いたしました。 

  次に、４目雑入は３，６８７万９，７８４

円を収入し、そのうち、１節雑入では、蕨、

戸田の両市が、ごみの収集運搬業務を委託

している２事業者に対する収集運搬車両の

駐車場及び仮設事務所用地などの土地使用

料７８１万２，７６０円ほかを計上してお

ります。 

  １０ページをお開きください。 

  ２節受託事業収入は、川口市の家庭系

可燃ごみの受入れにより、２，６７８万

５，５８３円を収入いたしました。１キロ

グラム当たりの契約単価は２７円５４銭５

厘、受入量は９７２トンとなりました。 

  最下段、歳入合計欄をご覧ください。 

  以上により、令和６年度の歳入合計は２５

億２，１８９万１，１４１円となり、前年

度と比較して１億４，５６５万７，０２１

円、率にして６．１％の増加となりました。 

  主な増加要因といたしましては、組合分

担金及び諸収入の増加が挙げられます。組

合分担金では、歳出の衛生費の増加、公債

費償還額の増加によるもの、諸収入では、

回収資源売払金で、令和４年度に次ぐ過去

２番目に高い金額となったことや、川口市

からのごみの受入れなどが影響いたしまし

た。 

  続いて、歳出についてご説明いたします

ので、次ページをご覧ください。 

  まず、第１款議会費は、議員２０名の報

酬をはじめ組合議会の運営に要した経費で、

１，４８０万４，７２０円を執行いたしま

した。 

  第２款総務費では２億３２６万１，６６２

円を執行いたしました。 

  １目一般管理費は、特別職や会計年度任

用職員の報酬及び職員の人件費のほか、組

合の管理運営に要した経費で、２億２７２

万５，０３５円となり、前年度比１４０万

３，２２０円、率にして０．７％増加いた

しました。 

  それでは、主なものをご説明いたします。 

  １節報酬から、１２ページ、４節共済

費までは、正副管理者及び会計年度任用
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職員２名、職員２１名の人件費で、１億

５，９９６万８６円となり、前年度に比べ

５５６万９，９０１円増加いたしました。

なお、会計年度任用職員を含む組合の職員

数は前年度と同数となりました。 

  １３ページをご覧ください。 

  １２節委託料では、管理運営上必要

な業務など１５件の委託を２，６２９

万７，６４９円で執行いたしました。前

年度に比べ４６９万９，８９０円、率にし

て１５．２％減少しました。 

  １５ページをお開きください。 

  １４節工事請負費では、管理棟及び工場

棟２階の和式トイレの洋式化など更新１件

を施工いたしました。 

  ２６節公課費の汚染負荷量賦課金につき

ましては、公害健康被害者を救済するため

の補償制度に係る負担金でございます。 

  ２目公平委員会費は、委員会に付託する

案件がございませんでしたので、全額不用

額といたしました。 

  １６ページをご覧ください。 

  第２項監査委員費は、監査に要した経費

として、例月出納検査及び決算審査１回、

定期事務監査３回の開催に係る費用５３万

６，６２７円を執行いたしました。 

  次に、第３款衛生費の支出額は１７億

３８０万２，８３３円で、前年度比１億

１，５７９万７，６１２円、率にして

７．３％の増加となりました。 

  １目清掃総務費では１億３，２１１万

２，８８８円の支出となり、前年度に比べ

３，８１２万１，４８８円、４０．６％の

増加となりました。 

  主な支出は、１０節需用費のうち光熱水

費６，１１９万５，３５９円で、主に施設

の運転などに係る電力料金でございます。 

  なお、令和６年度は、ごみ焼却に伴う自

家発電によってごみ処理に必要な電力の

９４．１％を賄うとともに、残りの外部調

達電力につきましても、東京電力でなく特

定規模電気事業者である荏原環境プラント

株式会社から購入することにより、３３１

万８，４２５円を削減いたしました。 

  そのほか１２節委託料のうち分析委託で

は、環境管理に万全を期すため、関係法令

等に基づきダイオキシン類や放射性物質な

どの測定、分析を実施したほか、施設整備

内容等検討技術支援委託では、組合内部で

将来的な施設整備内容の検討に資するため

必要な助言、技術支援を委託したものでご

ざいます。 

  次ページをご覧ください。 

  １２節委託料、土壌等事前調査委託では、

組合北側土地の地歴、地質及び地下水等の

調査を２，０１６万３，０００円で実施し

たものでございます。 

  なお、本委託が清掃総務費増加の要因の

１つとなってございます。 

  次に、１４節工事請負費では、工場棟３

階職員食堂及び控室の空調設備の更新、ま

た、工場棟の上水高架水槽の更新を施工い

たしました。 

  １８節負担金補助及び交付金では、焼却

灰などの搬出先自治体への環境保全協力金

などを支出しております。 

  ２目塵芥処理費では、ごみ焼却施設及び

粗大ごみ処理施設におけるごみの中間処理

に要する経費として１２億２，２３１万

１，０５５円を執行し、前年度に比べ

５，８３３万８，７１１円、率にして

５．０％増加いたしました。 

  １２節委託料では１０億８３５万３，２９２

円を執行し、前年度に比べ５，０６５万

９，０６４円、率にして５．３％増加して

おり、これが塵芥処理費増加の要因となっ
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ております。 

  １８ページをご覧ください。 

  ごみ処理設備点検整備委託につきまして

は、各種機器類の消耗品の交換及び調整、

点検整備などにより機能維持を図るもので、

４億５，５６２万円を執行いたしました。 

  そのほか、焼却灰埋立処分委託は、焼却

炉から排出されるばいじんをセメントで固

めた固化灰の埋立処分に係る委託で、福島

県小野町内の処分場で１，４８１トン、山

形県米沢市内の処分場で１，４９２トン、合

計２，９７３トンを１億９５４万９，９７９

円で埋立処分いたしました。 

  埋立量は前年度に比べ９２トン、率に

して３．２％増え、委託金額は４１７万

６，３６８円の増加となりました。 

  また、焼却灰等資源化委託では、ごみ焼

却後の不燃物残渣の総量１，６７８トンを

栃木県日光市内の施設で２８９トン、寄居

町の彩の国資源循環工場内の施設で６０２

トン、宮城県栗原市内の施設で７８７トン

資源化いたしました。 

  さらに、固化灰の一部６９１トンについ

ても、寄居町の彩の国資源循環工場内の施

設で２９５トン、茨城県鹿嶋市内の施設で

も３９６トンの資源化を実施、不燃物残渣

と合わせた２，３６９トンを９，２７３万

４，５４７円で道路の路盤材などとして資

源化いたしました。 

  資源化量は、前年度比１２６トン、率に

して５．６％増え、委託金額は１，２０７

万６，６１９円の増加となりました。 

  次ページをご覧ください。 

  １４節工事請負費では、ごみ処理設備更

新工事において、燃焼設備など７つの設備

の更新を実施したほか、焼却炉の耐火物補

修など、合わせて４件の工事を執行いたし

ました。 

  ３目し尿処理費では、し尿及び浄化槽汚

泥処理に要する経費として３，９７６万

３，６６０円を執行いたしました。 

  主な支出として、１２節委託料では、し

尿処理施設の施設運転管理等委託及び各種

機器の消耗品の交換及び調整、点検などを

行うし尿処理設備点検整備委託ほか１件の

業務を３，５１４万２，６５７円で委託し

ました。 

  次に、４目リサイクル促進費は、回収さ

れた資源物をリサイクルするため、仕分け、

圧縮、梱包などの中間処理に要する経費で、

２億３，９７０万７，２５６円を執行いた

しました。 

  前年度に比べ９５６万２，０２２円、率

にして４．２％の増加となりました。 

  ２０ページをご覧ください。 

  １２節委託料では１億７，７０５万

５，９１４円を執行し、前年度に比べ

１，１５６万５，６５５円、率にして

７．０％増加しており、これがリサイクル

促進費増加の要因となっております。 

  主な支出は、１２節委託料のうち、リサ

イクルプラザの施設運転管理委託及び各種

機器消耗品の交換、調整、点検などを行う

設備点検整備委託を合わせて１億６，６０４

万８，５３３円を執行いたしました。 

  このほか、粗大ごみやガラスびん、廃プ

ラスチックの再資源化のための業務委託な

どを実施しております。 

  １４節工事請負費では、電気計装設備更

新を４，９１７万円で実施し、ＩＴＶ装置

や監視カメラの更新を実施したほか、施設

２階の空調設備の工事を執行いたしました。 

  次に、５目リサイクルフラワーセンター

運営費では、６，９９０万７，９７４円を

支出いたしました。 

  次ページをご覧ください。 
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  １２節委託料では、障がいのある方２０

名を含めた３５名体制で施設の運営を

５，６１１万７，６００円で委託したほか、

２件の委託を執行いたしました。 

  １４節工事請負費では、資材等を保管し

ている２棟の倉庫シャッターを更新したほ

か、生ごみを乾燥させる堆肥化装置の蒸気

ボイラーの更新工事を執行いたしました。 

  次に、第４款公債費では、元金と利子を

合わせて２億５，０５８万８８４円を償還

いたしました。前年度に比べ１，１８３万

９，６１８円の増加で、決算年度末の未償

還元金は、１４億８，７８５万６，１３８

円となりました。 

  なお、今般の基幹的設備改良事業に係る

借入総額は２２億６３０万円であり、令和

１３年度に償還が終了する予定となってお

ります。 

  ２２ページをご覧ください。 

  第５款諸支出金の１目基金費では、将来の施

設整備に備えて、１億６，３８２万２，３５０

円を積立てしました。蕨・戸田両市による

施設整備基金分担金１億６，０００万円に

加え、基金運用益３８２万２，３５０円を

積み立てております。 

  最下段、歳出合計欄をご覧ください。 

  以上、歳出合計は２３億３，６２７万

２，４４９円となり、前年度比で１億

３，１７７万５，１６３円、率にして

６．０％増加し、予算に対する執行率

は９５．９％でございました。 

  主な増加要因といたしましては、ごみ焼

却施設コンクリート調査や北側土地の土壌

事前調査を委託したほか、近年の人件費及

び物価高騰に伴う運転管理委託費の上昇に

よる第３款衛生費の増加、基幹的設備改良

事業に伴う組合債償還による第４款公債費

の増加などでございます。 

  以上で事項別明細書によるご説明を終わ

ります。 

  続いて、実質収支に関する調書について

ご説明いたしますので、２５ページをお開

きください。 

  ご覧の調書のとおり、令和６年度決算に

おける歳入歳出差引額は１億８，５６１万

８，６９２円となり、翌年度へ繰り越すべ

き財源がないことから、実質収支額も同額

の１億８，５６１万８，６９２円となりま

した。 

  続いて、財産に関する調書についてご説

明いたしますので、２９ページをお開きく

ださい。 

  土地につきましては、土壌等事前調査委

託で地歴を確認した際、法務局から取り寄

せました不動産登記と組合で把握しており

ました土地の面積に差が生じていることが

判明いたしました。登記の地積と一致させ

るため４平方メートル減少し、決算年度末

現在高を４万１，９２６平方メートルとい

たしました。 

  なお、建物については財産の増減はあり

ませんでした。 

  ３０ページをお開きください。 

  物品については、増減はありませんでし

た。 

  次ページをご覧ください。 

  最後に、基金についてご説明いたします。 

  蕨戸田衛生センター組合施設整備基金は、

平成１９年度に基金条例を制定し、積立て

を始めたもので、以降、蕨・戸田両市から

の施設整備基金分担金や運用益を積み増し、

決算年度末での残高は１７億７，６１４万

４，２４９円となりました。 

  なお、決算年度末時点で６億７，６１４

万４，２４９円を定期預金で、９億円を地

方公共団体発行の市場公募地方債で資金運
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用するとともに、残りの２億円につきまし

ては、令和７年度の地方自治体発行の市場

公募地方債による運用に備えて、普通預金

による管理といたしました。 

  以上で決算の説明を終わりますが、決算

の資料として参考資料１と２のほか、Ａ３

版１枚の決算の概要と財務書類を作成して

おりますので、ご参照いただきますようお

願いいたします。 

  説明は以上でございます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎決算認定に関する代表監査委員の

報告 

○斎藤直子議長 ここで、大変お忙しい中、

今井良助代表監査委員にご出席をいただい

ておりますので、決算審査の経過並びに結

果についてご報告をお願いいたします。 

  今井良助代表監査委員。 

〔今井良助代表監査委員 登壇〕 

○今井良助代表監査委員 こんにちは。 

  これより令和６年度蕨戸田衛生センター

組合会計の決算審査について報告いたしま

す。 

  審査は、地方自治法第２３３条第２項の

規定に基づき、管理者より決算書及び法律

に定める書類の提出を受け、去る８月２９

日に実施いたしました。 

  審査の結果、決算書及び法律に定める書

類は、いずれも法令に準拠して作成され、

その計数は正確であり、また、予算執行に

ついても適正であると認められました。 

  令和６年度の決算額は、歳入が２５億

２，１８９万１，１４１円、歳出が２３

億３，６２７万２，４４９円となり、歳入

歳出差引額の１億８，５６１万８，６９２

円は、翌年度会計に繰越しとなっておりま

す。 

  まず、歳入では、前年度決算額と比較し

ますと、約６％増額となりました。分担金

及び負担金が増額となり、また、諸収入で

は回収資源売払金が過去２番目に高い金額

となったことや川口市からの家庭系ごみ受

入れによる受託事業収入があったことが要

因となりました。 

  一方、事業系ごみ搬入量が減少したこと

に伴い、手数料が減少しました。 

  次に、歳出ですが、前年度決算額と比較

いたしますと、約６％の増額となりました。 

  令和４年度に執行しました基幹的設備改

良事業の令和４年度の組合債の償還が始ま

ったことや将来の施設設備のための土地調

査やごみ処理施設の健全性確認のためのコ

ンクリート調査、各施設の予防保全や施設

の更新を行ったことによるものとのことで

ありました。 

  また、令和７年度からのごみ処理に関す

る新たな基本計画を蕨市、戸田市及び組合

の三者で策定したとのことであり、ごみの

減量化や資源化に必要な施策を市民や事業

者の協力を得ながら推進してください。 

  次に、ごみの搬入状況につきまして、川

口市より受け入れた家庭系ごみを除くと減

少となり、事業系ごみについても減少した

とのことでした。ごみ搬入量の動向は、安

定した施設の稼働に必要不可欠であること

から、引き続き動向を注視してください。 

  以上、申し上げました内容の詳細につき

ましては、お手元の決算審査意見書のとお

りでございますので、ご確認をいただけれ

ばと存じます。 

  以上をもちまして、決算審査の報告とい

たします。どうもありがとうございました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎認定第１号、管理者提出議案第

２０号及び議案第２１号に対する

質疑 
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○斎藤直子議長 これより管理者提出議案に

対する質疑に入ります。 

  質疑の通告はありませんので、質疑を終

結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎認定第１号、管理者提出議案第

２０号及び議案第２１号の委員会

付託 

○斎藤直子議長 これより委員会付託に入り

ます。 

  お手元に配付してあります委員会付託一

覧表のとおり、認定第１号の各所管事項に

ついて、総務、業務両常任委員会に、議案

第２０号及び議案第２１号については総務

常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎散会の宣告 

○斎藤直子議長 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 

  次回の本会議は、１１月１８日午後１時

３０分を予定しております。よろしくご参

集をお願いいたします。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

午後 ２時４８分散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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令 和 ７ 年 第 ４ 回 

 

 

 

 

蕨 戸 田 衛 生 セ ン タ ー 組 合 議 会 （ 定 例 会 ） 

 

 

 

 

１１月１８日（火） 
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令和７年第４回蕨戸田衛生センター組合議会定例会 第２日 

 

令和７年１１月１８日（火） 

議事日程 

 １．開  議 

 ２．一般質問 

 ３．付託事件に対する委員長報告 

 ４．委員長報告に対する質疑 

  ⑴ 認定第１号 令和６年度蕨戸田衛生センター組合会計歳入歳出決算認定について 

  ⑵ 議案第20号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

  ⑶ 議案第21号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 ５．討  論 

 ６．採  決 

 ７．閉会中の継続審査事項の委員会付託 

 ８．閉  会 
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令和７年１１月１８日（火） 

◇出席議員 （２０名） 

   １番 宮 下 奈 美 議員     ２番 鈴 木 慎乃助 議員 

   ３番 金 丸 けんじ 議員     ４番 庄 野 航 二 議員 

   ５番 矢 嶋 聡 子 議員     ６番 武 下   涼 議員 

   ７番 大 石 圭 子 議員     ８番 古 川   歩 議員 

   ９番 鈴 木   智 議員    １０番 比 企 孝 司 議員 

  １１番 花 井 あきこ 議員    １２番 河 合ゆうすけ 議員 

  １３番 むとう 葉 子 議員    １４番 小 山 大 輔 議員 

  １５番 宮 内 そうこ 議員    １６番 三 浦 のぶお 議員 

  １７番 矢 澤 青 河 議員    １８番 斎 藤 直 子 議員 

  １９番 細 田 昌 孝 議員    ２０番 酒 井いくろう 議員 

 

◇欠席議員 （な し） 

 

◇職務のため出席した者 

飯田 知和 書 記 長 浅羽  慧 書 記 

 

◇説明のため出席した者 

賴髙 英雄 管 理 者 小柴 正樹 嘱 託 

菅原 文仁 副 管 理 者 小谷野賢一 嘱 託 

奥田 純子 会計管理者 榎戸  晃 嘱 託 

根津 賢治 事 務 局 長 有里 友希 嘱 託 

山本 義幸 次 長 田熊 純也 嘱 託 

甲斐 基樹 総 務 課 長 加藤 宏之 嘱 託 

上嶋  拓 施 設 課 長 香林  勉 嘱 託 

  吉野 博司 嘱 託 

  細井 高行 嘱 託 

  寺島  永 嘱 託 

  柳瀬  毅 嘱 託  
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令和７年第４回蕨戸田衛生センター組合議会

定例会会議録第２号 

 

令和７年１１月１８日（火曜日） 

午後 １時３０分開議 

 

◎開議の宣告 

○斎藤直子議長 これより本日の会議を開き

ます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議事日程の報告 

○斎藤直子議長 本日の議事日程につきまし

ては、ただいまお配りしたとおりでありま

すので、ご了承願います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎一般質問 

○斎藤直子議長 これより一般質問に入りま

す。 

  一般質問の通告がありませんので、一般

質問を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎付託事件に対する委員長報告 

○斎藤直子議長 続いて、管理者提出議案を

議題といたします。 

  各常任委員長から、審査の経過並びに結

果についての報告を求めます。 

  総務常任委員会委員長 ２０番 酒井い

くろう議員。 

〔２０番 酒井いくろう議員 登

壇〕 

○２０番 酒井いくろう議員 ただいまから、

総務常任員会委員長報告を行います。 

  去る１１月１１日の本会議において、当

委員会に付託されました案件について、そ

の審査の経過概要と結果について、ご報告

申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、認定

１件、条例案２件であります。 

  最初に、認定第１号「令和６年度蕨戸田

衛生センター組合会計歳入歳出決算認定に

ついて」のうち、当委員会所管事項につい

て申し上げます。 

  質疑は款ごとに行い、まず、歳入の部に

ついて質疑に入り、第５款諸収入について、

委員より、回収資源売払金について、４年

連続増加の内訳について質疑があり、事

務局より、令和３年度は、２億１３１

万２，３４６円、令和４年度は、２億

７，６２０万７，６０４円、令和５年度は、

２億１，３９７万６，９５４円、令和６年

度は、２億５，７５５万５，８３５円との

説明がありました。 

  また、委員より、アルミ缶とペットボト

ルの契約単価の傾向について質疑があり、

事務局より、今年度の第３四半期分の契約

単価について、アルミ缶は堅調に推移して

いるが、ペットボトルは約６０％値下がり

している。ただ、現状では、今年度大きな

落ち込みまでには至らないと考えていると

の説明がありました。 

  委員より、回収資源売払代金について、

適切な分別がされていることによる影響に

ついて質疑があり、事務局より、資源ごみ

の分別では、分別が徹底されていると売却

先での手間が減るため、売払い単価が高く

なる傾向にあるとの説明がありました。 

  また、委員より、ごみの分別について、

課題や啓発について質疑があり、事務局よ

り、例えば、可燃ごみに資源ごみが入って

いると、焼却炉に負担がかかってくる等の

影響があるため、可燃ごみからペットボト

ルやプラスチック、金属缶などを分別し、

資源ごみとして出していただくことを今後

も啓発していくことが大事であるとの説明

がありました。 

  続いて、歳出の部について質疑に入り、
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第２款総務費について、委員より、１目の

一般管理費の不用額が７０７万２，９６５

円になった理由について質疑があり、事務

局より、人件費について、組合の給与の改

定は、人事院勧告に基づいて蕨・戸田両市

の給与条例等が改正された後、組合の条例

改正を行っているが、人事院勧告に基づく

法律改正が遅れたため、人事院勧告を根拠

とした予算措置は行わず、当初予算の範囲

内で対応したことが不用額が出た理由の１

つであるとの説明がありました。 

  委員より、１２節委託料の支出済額が令

和５年度から１５％減少している要因につ

いて質疑があり、事務局より、主な要因は、

一般廃棄物処理基本計画等策定支援委託料

が令和５年度は１，１４２万９，０００円、

令和６年度は７７０万円になったためであ

るとの説明がありました。 

  委員より、１１節役務費の広告料につい

て、当初予算にはなかった項目であるが、

その理由について質疑があり、事務局より、

職員採用試験委託を行った際、初めて民間

企業を使用した職員採用募集に関する広告

掲載を行ったとの説明がありました。 

  また、委員より、広告掲載を行うことに

なった経緯について質疑があり、事務局よ

り、令和５年度から技術職の募集を行って

いたが、採用が決まらなかったため、令和

６年度募集の際、広告掲載をして採用募集

をする経緯になったとの説明がありました。 

  さらに、委員より、職員減による残業増

加や疲弊しないよう、今後も柔軟な対応を

していただきたいとの要望がありました。 

  第５款諸支出金について、委員より、基

金積立金の総額の目標額や目的について質

疑があり、事務局より、目的は、次期施設

整備のための積立てであり、平成１９年度

から開始している。目標額は、建設費の

１０％程度を目標としているという説明が

ありました。 

  また、委員より、何年までにどのような

計画での積立てなのか質疑があり、事務局

より、施設整備に着工する前の頭金を想定

しており、着工する前に目標を立てて、計

画的に積み立てていきたいとの説明があり

ました。 

  以上で質疑を終結し、討論はなく、採決

の結果、認定第１号中、当委員会所管事項

について、全員異議なく認定すべきものと

決定いたしました。 

  次に、議案第２０号「職員の勤務時間、

休日及び休暇に関する条例の一部を改正す

る条例」について申し上げます。 

  本案は、審査の結果、質疑、討論はなく、

採決の結果、全員異議なく本案は原案どお

り可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第２１号「職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例」につ

いて申し上げます。 

  委員より、法律が整ってきている中で気

をつけていくことについて質疑があり、事

務局より、妊娠、出産等の申出による両立

支援制度に関することであり、職員の状況

を把握し、制度の説明を随時行える準備を

していくとの説明がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論はなく、採決

の結果、全員異議なく本案は原案どおり可

決すべきものと決定いたしました。 

  以上をもちまして、総務常任委員会に付

託を受けました案件についてのご報告を終

わります。 

○斎藤直子議長 続きまして、業務常任委員

会委員長 １０番 比企孝司議員。 

〔１０番 比企孝司議員 登壇〕 

○１０番 比企孝司議員 ただいまから、業

務常任委員会委員長報告を行います。 
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  去る１１月１１日の本会議において、当

委員会に付託されました案件について、そ

の審査の経過概要と結果について、ご報告

申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、認定

第１号「令和６年度蕨戸田衛生センター組

合会計歳入歳出決算認定について」の１件

であります。 

  認定第１号の当委員会所管事項について

申し上げます。 

  審査に当たりましては、説明を省略し、

目別に質疑に入りました。 

  まず、第１目清掃総務費について、委員

より、光熱水費について、昨年度よりも

３００万円ほど増加している理由について

質疑があり、事務局より、光熱水費のうち、

増加しているのは電気料金であり、タービ

ン発電機の整備で停止している期間によっ

て増加する。令和６年度は令和５年度より

工事の関係で停止期間が長かったのが理由

であるとの説明がありました。 

  他の委員より、清掃総務費中、乖離が大

きかったものを３つ程度、その詳細につい

て説明を求められ、事務局より、まず、光

熱水費で、理由は先ほどのとおりである。 

  次に、施設整備内容等検討技術支援委託

で、今年度策定している基本構想の前段階

での内部検討のための技術支援となってい

る。 

  最後に、土壌等事前調査委託であるが、

今後、施設整備を行う上で必要となる地歴

調査等の調査を行ったものであるとの説明

がありました。 

  次に、第２目塵芥処理費について、委員

より、焼却灰埋立処分委託と焼却灰等資源

化委託について、それぞれの割合と、資源

化の割合を増やす予定があるかとの質疑が

あり、事務局より、令和６年度決算の数量

では、埋立処分がおよそ５５％、資源化委

託がおよそ４４％である。令和７年度の当

初の見込みでは、それぞれ５０％とする予

定であり、資源化委託の割合を増やしてい

く予定であるとの説明がありました。 

  さらに、委員より、これは将来にわたっ

ての課題となると思うので、よろしくお願

いしたいという要望がありました。 

  他の委員より、塵芥処理費中、乖離のあ

った項目について、また、動物火葬委託に

ついて、どういった経緯で持ち込まれた動

物で、その中には殺処分されたものが含ま

れるのか、それらの割合や増減の傾向につ

いて質疑があり、事務局より、大きく変動

があったのは、運転管理委託等、人件費が

多くを占める委託で上昇しており、工事関

係でも同様に上昇が見られる。 

  動物火葬委託については、両市での交通

事故等でひかれたものと、ご家庭で飼われ

ていて亡くなったペットを受け入れている。

その割合については、組合では把握してい

ない。増減の傾向については、大きな変動

はないとの説明がありました。 

  他の委員より、ごみの搬入量の増減の理

由についてどのように考えているかとの質

疑があり、事務局より、事業系ごみについ

ては、市内の事業者の経済状況に影響する

と考えられるとの説明がありました。 

  さらに、委員より、事業系は増えてきて

いると説明があったが、市民はごみの分別

を進めて減量化に努めているが、事業系の

減量の対策はどのように考えているのかと

の質疑があり、事務局より、両市と組合で

一般廃棄物処理基本計画を令和６年度に策

定しており、この計画の事業の１つに、事

業系ごみの分別について、より分かりやす

く案内するという取組を設けているとの説

明があった。 
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  さらに、委員より、今回の火災により、

市内事業者のごみの削減への意識が少しず

つ進んでいくと思うので、今後の対応をお

願いしたいとの要望がありました。 

  次に、第４目リサイクル促進費について、

委員より、ガラスびん及び廃プラスチック

再商品化委託について、どのように再商品

化を行い、それが金額に見合ったものとな

っているのかとの質疑があり、事務局より、

当該委託は、容器包装リサイクル法に基づ

き、日本容器包装リサイクル協会を通じて

再商品化されている。その協会から委託さ

れている事業者ごとにリサイクルの方法が

異なる。ガラスであればガラスの原料とし

て使われ、プラスチックでは燃やして廃熱

を利用するサーマルリサイクルは望ましく

ないということで、他の方法でリサイクル

されているとの説明がありました。 

  次に、第５目リサイクルフラワーセンタ

ー運営費について、委員より、花壇ボラン

ティア事業の参加人数について、蕨市が０

人となっているが、ボランティアが来てい

ないということか、また、エコキャップ事

業をしていると思うが、どのような使われ

方をしているのかとの質疑があり、事務局

より、ボランティアの参加人数については、

蕨市より参加された方がいないということ

であり、エコキャップについては、組合の

事業ではないとの説明がありました。 

  さらに、委員より、ボランティアの登録

は団体だけか、個人も参加は可能かとの質

疑があり、事務局より、ボランティアは個

人での登録であるとの説明がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、認定第１号中、

当委員会所管事項について、全員異議なく

認定すべきものと決定いたしました。 

  以上をもちまして、業務常任委員会に付

託を受けました案件についてのご報告を終

わります。 

○斎藤直子議長 以上をもって、各委員長の

報告は終わりました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○斎藤直子議長 委員長報告に対する質疑通

告受付のため、暫時休憩いたします。 

 

午後 １時４４分休憩 

午後 １時４４分再開 

 

◎再開の宣告 

○斎藤直子議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎委員長報告に対する質疑 

○斎藤直子議長 これより各委員長報告に対

する質疑に入ります。 

  ただいまのところ、質疑の通告はありま

せん。 

  よって、質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○斎藤直子議長 討論通告受付のため、暫時

休憩いたします。 

 

午後 １時４４分休憩 

午後 １時４５分再開 

 

◎再開の宣告 

○斎藤直子議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎討論、採決 

 ○認定第１号の採決－認定 

 ○議案第２０号の採決－可決 
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 ○議案第２１号の採決－可決 

○斎藤直子議長 これより討論、採決に入り

ます。 

  認定第１号「令和６年度蕨戸田衛生セン

ター組合会計歳入歳出決算認定について」、

討論の通告がありませんので、討論を終結

いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本認定に関する各委員長の報告は、認定

であります。 

  本認定を各委員長の報告のとおり認定す

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○斎藤直子議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本認定は各委員長の報告のとお

り認定することに決定いたしました。 

  次に、議案第２０号「職員の勤務時間、

休日及び休暇に関する条例の一部を改正す

る条例」について、討論の通告がありませ

んので、討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案に関する委員長の報告は、原案可決

であります。 

  本案を委員長の報告のとおり決定するこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○斎藤直子議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり原

案を可決することに決定いたしました。 

  次に、議案第２１号「職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例」につ

いて、討論の通告がありませんので、討論

を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案に関する委員長の報告は、原案可決

であります。 

  本案を委員長の報告のとおり決定するこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○斎藤直子議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり原

案を可決することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎閉会中の継続審査事項の委員会付

託 

○斎藤直子議長 次に、議会運営委員会委員

長から、会議規則第１１１条の規定により、

お手元に配付の閉会中継続審査事項表のと

おり、閉会中の継続審査の申出があります。 

  お諮りいたします。 

  本件は申出のとおり、閉会中の継続審査

に付することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○斎藤直子議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本件は申出のとおり閉会中の継

続審査に付することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎閉会の宣告 

○斎藤直子議長 以上をもちまして、本定例

会の日程は全部終了いたしました。 

  これをもって、令和７年第４回蕨戸田衛

生センター組合議会定例会を閉会とします。 

  お疲れさまでございました。 

午後 １時４７分閉会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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